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議第 １号 

 

   恵那市手数料条例の一部改正について 

 

 恵那市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令等の一部改正に伴い、戸籍謄本等の

広域交付及び電子証明書提供用の識別符号の発行に係る手数料を加えるなど所要

の改正をするため、この条例を定める。 
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   恵那市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市手数料条例（平成 16年恵那市条例第 54号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１戸籍の項を次のように改める。 

 

戸籍 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸

籍証明書の交付手数料（本籍地

以外の市町村長に対する交付

（以下「広域交付」という。）

を含む。） 

１通につき 450円 

 
 戸籍に記載した事項に関する証

明書の交付手数料 

証明事項１件に

つき 

350円 

 

 戸籍電子証明書提供用識別符号

の発行手数料（情報通信技術を

活用した行政の推進等に関する

法律（平成 14年法律第 151号）

の規定により電子情報処理組織

を使用する方法（総務省令で定

めるものに限る。）により戸籍

電子証明書提供用識別符号の発

行を行う場合（当該発行に係る

戸籍電子証明書の請求が電子情

報処理組織を使用する方法によ

り行われた場合に限る。）にお

ける当該発行及び戸籍電子証明

書の請求を行う者が同時に当該

証明書が証明する事項と同一の

事項の戸籍の謄本若しくは抄本

又は戸籍証明書の請求を行う場

合における発行を除く。） 

１件につき 400円 
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 除かれた戸籍（以下「除籍」と

いう。）の謄本若しくは抄本又

は除籍証明書の交付手数料（広

域交付を含む。） 

１通につき 750円 

 

 
 除籍に記載した事項に関する証

明書の交付手数料 

証明事項１件に

つき 

450円 

 

除籍電子証明書提供用識別符号

の発行手数料（情報通信技術を

活用した行政の推進等に関する

法律の規定により電子情報処理

組織を使用する方法（総務省令

で定めるものに限る。）により

除籍電子証明書提供用識別符号

の発行を行う場合（当該発行に

係る除籍電子証明書の請求が電

子情報処理組織を使用する方法

により行われた場合に限る。）

における当該発行及び除籍電子

証明書提供用識別符号の発行に

係る除籍電子証明書の請求を行

う者が同時に当該除籍電子証明

書が証明する事項と同一の事項

を証明する除籍の謄本若しくは

抄本又は除籍証明書の請求を行

う場合における当該発行を除

く。） 

１件につき 700円 

 

 届出若しくは申請の受理の証明

書又は届書その他市長の受理し

た書類に記載した事項の証明書

又は届書等情報の内容の証明書

の交付手数料 

１通につき 350円 
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  上質紙を用いた婚姻、離婚、養

子縁組、養子離縁又は認知の届

出の受理した書類に記載した事

項に関する証明書の交付手数料 

１通につき 1,400円 

 

 

 

 届書その他市長の受理した書類

の閲覧又は届書等情報の内容を

表示したものを閲覧に供する手

数料 

１件につき 350円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、この条例により改正される前の条例の規定により

課した、又は課すべきであった手数料については、なお従前の例による。 
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議第 ２号 

 

   恵那市債権管理条例の制定について 

 

 恵那市債権管理条例を次のように定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

市の債権の管理に関し基本姿勢を明らかにするとともに、健全な財政運営を図

るため、この条例を定める。 
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   恵那市債権管理条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、

市の債権の管理の適正化を図り、もって市民負担の公平性及び財政の健全化

に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 （１） 市の債権 地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」とい

う。）第 240条第１項に規定する金銭の給付を目的とする市の権利をいう。 

 （２） 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法（昭和 25年法律第 226

号）の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地

方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。 

 （３） 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外の債権をいう。 

 （他の法令等との関係） 

第３条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令、他の条例又は

これに基づく規則等（法第 138条の４第２項に規定する規程及び地方公営企

業法（昭和 27年法律第 292号）第 10条に規定する企業管理規程を含む。以

下「法令等」という。）に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定

めるところによる。 

 （市長の責務） 

第４条 市長（地方公営企業法に基づく地方公営企業の管理者の権限を行う市

長を含む。以下同じ。）は、法令等の定めるところにより、市の債権を適正

に管理しなければならない。 

 （台帳の整備） 

第５条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載し

た台帳（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られた記録を含む。）を整備するものとする。 

 （督促） 
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第６条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるとき

は、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければな

らない。 

 （滞納処分等） 

第７条 市長は、強制徴収債権について、法令等の定めるところにより、滞納

処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止を行うものとする。 

 （強制執行等） 

第８条 市長は、非強制徴収債権（法第 240条第４項第３号から第８号までに

規定するものを除く。以下この条において同じ。）について、第６条の規定

による督促をした後相当の期間を経過してもなお納付又は履行がされないと

きは、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「令」という。）第

171条の２から第 171条の４までの規定により、その強制執行その他その保

全及び取立てに関して必要な措置をとらなければならない。 

２ 市長は、非強制徴収債権について、令第 171条の５から第 171条の７まで

の規定により、その徴収停止、履行期限の延長又は当該非強制徴収債権に係

る債務の免除をすることができる。 

 （債権の放棄） 

第９条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当すると

きは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することがで

きる。 

 （１） 当該非強制徴収債権（消滅時効について、時効の援用を要するもの

に限る。）について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき（当該時効

期間満了後に債務者が当該債権につき一部を履行したときその他債務者が

時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。）。 

 （２） 債務者が破産法（平成 16年法律第 75号）第 253条第１項、会社更

生法（平成 14年法律第 154号）第 204条第１項その他の法令の規定によ

り、当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。 

 （３） 債務者が死亡し、その債務について民法（明治 29年法律第 89号）

第 922条に規定する限定承認があった場合において、その相続財産の価格

が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及

び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと認められるとき。 
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 （４） 債務者が死亡し、その債務について相続人が不在又は全ての相続人

が相続を放棄したとき。 

 （５） 令第 171条の２の規定による強制執行等又は令第 171条の４の規定

による債権の申出等の措置を行ってもなお完全に履行されなかった場合に

おいて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難

で、履行の見込みがないと認められるとき。 

 （６） 令第 171条の５の規定による徴収停止の措置を行った場合において、

当該措置を行った日から相当の期間を経過した後においても、履行の見込

みがないと認められるとき。 

 （７） 債務者が生活困窮状態（生活保護法（昭和 25年法律第 144号）の

適用を受けている状態又はこれに準ずる状態をいう。）にあり、資力の回

復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会

に報告しなければならない。 

 （委任） 

第 10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第 ３号 

 

   恵那市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の 

一部改正について 

 

 恵那市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 恵那市議会議員の報酬の額を改めるため、この条例を定める。 
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   恵那市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例    

の一部を改正する条例 

 

 恵那市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成 16年

恵那市条例第 32号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「424,000円」を「450,000円」に、「382,000円」を「410,000円」

に、「362,000円」を「380,000円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第 ４号 

 

   恵那市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 恵那市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 市長、副市長及び教育長の給料月額を改めるため、この条例を定める。 
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   恵那市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条    

例 

 

 恵那市常勤の特別職職員の給与に関する条例（平成 16年恵那市条例第 34号）

の一部を次のように改正する。 

 別表市長の項中「800,000円」を「870,000円」に、同表副市長の項中「687,000

円」を「720,000 円」に、同表教育長の項中「600,000 円」を「640,000 円」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第 ５号 

 

   恵那市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条 

例の一部改正について 

 

 恵那市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 地方自治法の一部改正に基づき、新たに恵那市会計年度任用職員の勤勉手当の

支給をするため、この条例を定める。 
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   恵那市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条 

例の一部を改正する条例 

 

 恵那市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（令和元

年恵那市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 題名中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加える。 

 第１条中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加える。 

 第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

 （勤勉手当） 

第６条 会計年度任用職員の勤勉手当は、規則で定める勤勉手当基礎額に 100分

の 48.75を乗じて得た額を支給する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （恵那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

２ 恵那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成 16 年恵那市条例

第 236号）の一部を次のように改正する。 

  第 21条中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加える。 
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議第 ６号 

 

   恵那市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部改

正について 

 

 恵那市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

（提案理由） 

 地方自治法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をするため、この条例を定め

る。 
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   恵那市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改    

正する条例 

 

 恵那市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例（令和２年恵那市条例

第 32号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「第 173条第１項第１号」を「第 173条の４第１項第１号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第 ７号 

 

   恵那市基金条例の一部改正について 

 

 恵那市基金条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 恵那市公共施設整備基金及び恵那市家畜貸与基金の設置の目的等を改め、新た

に介護人材、保育教諭及び看護師に関する修学資金の貸付基金を創設するなど所

要の改正をするため、この条例を定める。 
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   恵那市基金条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市基金条例（平成16年恵那市条例第44号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項の表中「恵那市公共施設整備基金」を「恵那市公共施設整備・

子育て支援基金」に改め、「適正配置」の次に「並びに子育て支援」を加え、

同表に次の３項を加える。 

恵那市介護人材育成

修学資金貸付基金 

市内の介護施設等において介

護サービス業務に従事しよう

とする者に対し貸与する修学

資金に充てるため 

市長が定める額 

恵那市保育教諭修学

資金貸付基金 

市内の認定こども園等におい

て保育教諭等の業務に従事し

ようとする学生に対し貸与す

る修学資金に充てるため 

市長が定める額 

恵那市看護師修学資

金貸付基金 

市の公立病院又は診療所にお

いて看護師の業務に従事しよ

うとするものに対し貸与する

修学資金に充てるため 

市長が定める額 

 第３条第２項の表中「繁殖用肉用育成雌牛及び乳用牛を貸与する資金及び高

齢者等による肉用牛飼養を促進し肉牛資源の確保を図り併せて高齢者等の福祉

向上」を「肉用牛繁殖雌牛及び乳用牛を貸与し肉牛資源の確保並びに生乳の増

産」に、「22,862,363円」を「22,908,901円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第 ８号 

 

   恵那市役所振興事務所等設置条例の一部改正について 

 

 恵那市役所振興事務所等設置条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 岩村振興事務所庁舎の位置を現在の位置に合わせるなど所要の改正をするため、

この条例を定める。 
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   恵那市役所振興事務所等設置条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市役所振興事務所等設置条例（平成 16年恵那市条例第 10号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１中「恵那市岩村町 545番地１」を「恵那市岩村町 1657番地１」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年５月１日から施行する。 

 （恵那市地域自治区条例の一部改正） 

２ 恵那市地域自治区条例（平成 30年恵那市条例第 42号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第２中「恵那市岩村町 545番地１」を「恵那市岩村町 1657番地１」に改

める。 

 （恵那市公告式条例の一部改正） 

３ 恵那市公告式条例（平成 16年恵那市条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表中「恵那市岩村町 545 番地１」を「恵那市岩村町 1657 番地１」に改め

る。 
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議第 ９号 

 

   恵那市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 恵那市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、後期高齢者支援金等賦課限度額及び

低所得者等の保険料の額を改めるなど所要の改正をするため、この条例を定める。 
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   恵那市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市国民健康保険条例（平成 16年恵那市条例第 98号）の一部を次のように

改正する。 

 第 14条の６の 12中「22万円」を「24万円」に改める。 

 第 18条第１項第２号中「29万円」を「295,000円」に改め、同項第３号中「535,000

円」を「545,000 円」に改め、同条第４項中「22 万円」を「24 万円」に改める。 

 第 18条の４中「22万円」を「24万円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の恵那市国民健康保険条例第 14条の６の 12、第 18条

の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度以前

の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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議第１０号 

 

   恵那市こども発達センター条例の一部改正について 

 

 恵那市こども発達センター条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 児童福祉法の一部改正に伴い、所要の改正をするため、この条例を定める。 
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   恵那市こども発達センター条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市こども発達センター条例（平成 18 年恵那市条例第 56 号）の一部を次

のように改正する。 

 第３条第２号中「第６条の２の２第４項」を「第６条の２の２第３項」に改め、

同条第３号中「第６条の２の２第７項」を「第６条の２の２第６項」に改める。 

 第５条第２号中「第６条の２の２第７項」を「第６条の２の２第６項」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第１１号 

 

   恵那市病児保育所設置条例の一部改正について 

 

 恵那市病児保育所設置条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 子育て世帯に対する経済的負担の支援として、新たにひとり親世帯の病児保育

使用料を加えるため、この条例を定める。 
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   恵那市病児保育所設置条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市病児保育所設置条例（平成 29年恵那市条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第 10条の見出し及び同条第１項から第４項までの規定中「利用料」を「使用

料」に改める。 

 別表世帯区分の項中「利用料」を「使用料」に改め、同表生活保護法による被

保護世帯の項の次に次のように加える。 

ひとり親世帯 ４時間以上の利用 1,000円 

４時間未満の利用  500円 

 別表備考２中「利用料」を「使用料」に改め、同表中備考２を備考３とし、備

考１の次に次のように加える。 

  ２ ひとり親世帯とは、恵那市福祉医療費助成に関する条例（平成 16年恵

那市条例第 66号）第２条第１項第３号に該当する者のうち、同条例第９

条第１項の規定による受給者証の交付を受けているものが含まれる世帯

をいう。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、この条例により改正される前の条例の規定によ

り課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお従前の例に

よる。 
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議第１２号 

 

   恵那市介護保険条例の一部改正について 

 

 恵那市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 恵那市第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定に伴い、令和６年度か

ら令和８年度までの介護保険料を改めるなど所要の改正をするため、この条例を

定める。 
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   恵那市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市介護保険条例（平成 16年恵那市条例第 103号）の一部を次のように改

正する。 

 第７条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、同項第１号中「第 39条第１項第１号」を「第 38条第１項第

１号」に、「32,100円」を「33,000円」に改め、同項第２号中「第 39条第１項

第２号」を「第 38条第１項第２号」に、「46,400円」を「49,700円」に改め、

同項第３号中「第 39条第１項第３号」を「第 38条第１項第３号」に、「49,900

円」を「50,100円」に改め、同項第４号中「第 39条第１項第４号」を「第 38条

第１項第４号」に、「66,400円」を「65,300円」に改め、同項第５号中「第 39

条第１項第５号」を「第 38条第１項第５号」に、「71,400円」を「72,600円」

に改め、同項第６号中「第 39条第１項第６号」を「第 38条第１項第６号」に、

「84,200円」を「87,100円」に改め、同項第７号中「第 39条第１項第７号」を

「第 38条第１項第７号」に、「92,800円」を「94,300円」に改め、同項第８号

中「第 39 条第１項第８号」を「第 38 条第１項第８号」に、「115,600 円」を

「108,900円」に改め、同項第９号中「第 39条第１項第９号」を「第 38条第１

項第９号」に、「121,300 円」を「123,400 円」に改め、同項第 10 号中「第 39

条第１項第 10号」を「第 38条第１項第 10 号」に、「135,600 円」を「137,900

円」に改め、同項に次の３号を加える。 

 （11） 令第 38条第１項第 11号に掲げる者 152,400円 

 （12） 令第 38条第１項第 12号に掲げる者 166,900円 

 （13） 令第 38条第１項第 13号に掲げる者 174,200円 

 第７条第２項を次のように改める。 

２ 令第 38条第 11項から第 13項までの規定による令和６年度から令和８年度

までの第１号被保険者の保険料の額は、前項第１号から第３号までの規定に

かかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

 （１） 令第 38条第１項第１号に掲げる者 20,600円 

 （２） 令第 38条第１項第２号に掲げる者 35,200円 

 （３） 令第 38条第１項第３号に掲げる者 49,700円 

 第７条第３項から第７項までを削る。 
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 第９条第３項中「第 39条第１項第１号イ」を「第 38条第１項第１号イ」に、

「第８号ロ又は第９号ロ」を「第８号ロ、第９号ロ、第 10号ロ、第 11号ロ又は

第 12号ロ」に、「第 39条第１項第１号から第９号まで」を「第 38条第１項第

１号から第 12号まで」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の恵那市介護保険条例第７条の規定は、令和６年度

以降の年度分の保険料について適用し、令和５年度以前の年度分の保険料に

ついては、なお従前の例による。 
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議第１３号 

 

   恵那市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

 

 恵那市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴い、指定地域密着型サービス事業に関する基準を改めるため、この条例を定

める。 
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   恵那市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成 24年恵那市条例第 40号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第５項第５号中「第 50号」を「第 50条第１項」に改め、同項中第 11号

を削り、第 12号を第 11号とし、同条第６項中「、当該」の次に「指定」を加え、

「施設」を「敷地」に改める。 

 第７条中「同一敷地内にある」を削る。 

 第９条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。第 204条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」

に改める。 

 第 24 条中第９号を第 11 号とし、第８号を第 10 号とし、同条第７号の次に次

の２号を加える。 

 （８） 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束

等」という。）を行ってはならない。 

 （９） 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第 34条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」

という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同

項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項を

ウェブサイトに掲載しなければならない。 

 第 42条第２項第２号の規定中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第４号中「第 26条第 11項」を「第 26条第 10項」に改め、同項第７号中「に規

定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に
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規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号の次

に次の１号を加える。 

 （５） 第 24条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第 44条の４中「同一敷地内にある」を削る。 

 第 44条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、同条第４号の次に次

の２号を加える。 

 （５） 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

 （６） 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第 44条の 19第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

 （３） 第 44条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第 44条の 22中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第４号」を「同項第

５号」に改める。 

 第 44条の 26第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

 第 44条の 32中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号と

し、同条第２号の次に次の２号を加える。 

 （３） 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

 （４） 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第 44条の 39第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に
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改め、同項を同号第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

 （４） 第 44条の 32第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第 47条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

 第 50条第２項中「若しくは」の次に「健康保険法等の一部を改正する法律（平

成 18年法律第 83号）第 26条の規定による改正前の法第 48条第１項第３号に規

定する」を加える。 

 第 51条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

 第 55条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、同条第４号の次に次の２

号を加える。 

 （５） 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。 

 （６） 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第 56条第１項中「及び次条」を削る。 

 第 65条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号

を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

 （３） 第 55条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第 68条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和 23年法律第

205 号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限

る。）」を削る。 

 第 69 条第１項中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第

６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいず

れかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業者が、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を
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併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含

む。）若しくは法第 115条の 45第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事

業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、

施設等の職務」に改め、同条第３項中「第 98条」の次に「、第 178条第３項」を

加える。 

 第 78条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体

的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、第８号を同条第９号とし、第

７号を同条第８号とし、同条第６号の次に次の１号を加える。 

 （７） 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

  ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

  イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

 第 92条の次に次の１条を加える。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置） 

第 92 条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産

性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

 第 93 条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。 

 第 97条第１項中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規模多機

能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。 

 第 107条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等によ

り」を削る。 
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 第 111条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、同条第１項の次に次の

５項を加える。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように

努めなければならない。 

 （１） 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

 （２） 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった

場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行っ

た市長に届け出なければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）第６条第 17項に規定する

第２種協定指定医療機関（以下「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、

新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項

に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）

の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定指定医

療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居さ

せることができるように努めなければならない。 

 第 113条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。 

 第 114条中「及び第 90条」を「、第 90条及び第 92条の２」に改める。 

 第 116条第７項第２号を削り、第３号を同項第２号とし、同条に次の１項を加

える。 

11 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号アの規定の
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適用については、当該規定中「１」とあるのは、「0.9」とする。 

 （１） 第 135条において準用する第 92条の２に規定する委員会において、利

用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための

取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実

施を定期的に確認していること。 

  ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

  イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

  ウ 緊急時の体制整備 

  エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号において

「介護機器」という。）の定期的な点検 

  オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

 （２） 介護機器を複数種類活用していること。 

 （３） 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

 （４） 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると

認められること。 

 第 117条中「同一敷地内にある」を削る。 

 第 133条第２項を第７項とし、同条第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力

医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定

めるように努めなければならない。 

 （１） 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

 （２） 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求め

があった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医

療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者に係る指定を行った市長に届け出なければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第２種協定指定医療機関

との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければな
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らない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協

定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関そ

の他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能と

なった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居さ

せることができるように努めなければならない。 

 第 134条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。 

 第 135条中「及び第 85条」を「、第 85条及び第 92条の２」に改める。 

 第 137条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護支援専門員

（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

 第 138条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和 23年法律第 205号）」を加え

る。 

 第 151条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及

び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を

得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応

じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。 

 第 152条中「同一敷地内にある」を削る。 

 第 153条第５号及び第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、「を記

録する」を「の記録を行う」に改め、第７号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、「記録する」を「の記録を行う」に改める。 

 第 158条の見出し中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、同条第１項中「入

院治療を必要とする入所者のために」を「利用者の病状の急変等に備えるため」

に、「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件

を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、同項にただし書とし

て次のように加える。 

  ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の

要件を満たすこととしても差し支えない。 

 第 158条第１項に次の各号を加える。 
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 （１） 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

 （２） 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合

において診療を行う体制を、常時確保していること。 

 （３） 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老

人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、

入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保

していること。 

 第 158条第２項を第６項とし、同条第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間

で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関

の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行った市長に

届け出なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第２種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療機

関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機

関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合にお

いては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させること

ができるように努めなければならない。 

 第 162条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。 

 第 163 条中「及び第 44 条の 17 第１項から第４項まで」を「、及び第 44 条の

17第１項から第４項まで及び第 92条の２」に改める。 

 第 173条中第５項を第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の

管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

 第 175条中「第 44条の 17第１項から第４項まで」の次に「、第 92条の２」を

加える。 

 第 177条第７項第４号を削り、第５号を同条第４号とする。 
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 第 178条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等」を削

る。 

 第 183条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅において、又

はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機

能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同条中第 11号を第

12 号とし、第７号から第 10 号までを１号ずつ繰り下げ、同条第６号の次に次の

１号を加える。 

 （７） 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

  ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知

徹底を図ること。 

  イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。 

 第 187条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

 第 188条中「及び第 92条」を「、第 92条及び第 92条の２」に改める。 

 第 191条第３項中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間対応型

訪問介護事業所」に改め、同条第４項中第 11 号を削り、第 12 号を第 11 号とす

る。 

 第 192条中「同一敷地内の」を削る。 

 第 195条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、

同条第４号の次に次の２号を加える。 

 （５） 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

 （６） 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第 202条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５
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号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項

第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同

項第２号の次に次の１号を加える。 

 （３） 第 195条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第 204条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第９条第２項及

び第 204条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和７年３月 31 日までの間は、この条例によ

る改正後の恵那市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（以下「新条例」という。）第 34条第３項（新条例第 44条

の 20、第 44条の 22、第 44条の 40、第 66条、第 94条、第 114条、第 135条、

第 163条、第 175条、第 188条及び第 203条において準用する場合を含む。）の

規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあ

るのは「削除」とする。 

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

第３条 この条例の施行の日から令和７年３月 31日までの間は、新条例第 78条

第７号及び第 183条第７号の規定の適用については、これらの規定中「講じな

ければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

第４条 この条例の施行の日から令和９年３月 31日までの間は、新条例第 92条

の２（新条例第 114条、第 135条、第 163条、第 175条、第 188条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、同条中「しなければ」とあるの

は、「するよう努めなければ」とする。 
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（協力医療機関との連携に関する経過措置） 

第５条 この条例の施行の日から令和９年３月 31日までの間は、新条例第 158条

第１項（新条例第 175条において準用する場合を含む。）の規定の適用について

は、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」

とする。 
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議第１４号 

 

   恵那市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について 

 

 恵那市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準の一部改正に伴い、指定地域密着型介護予防サービス事業に関する基準を改め

るため、この条例を定める。 
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   恵那市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

 

 恵那市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例（平成 24年恵那市条例第 41号）の一部を次のように改正

する。 

 第６条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

 第９条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法

律（平成 18年法律第 83号）附則第 130条の２第１項の規定によりなおその効力

を有するものとされた同法第 26条の規定による改正前の法第 48条第１項第３号

に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第 44 条第６項において同じ。）」を

「健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）第 26 条の規定

による改正前の法第 48 条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に

改める。 

 第 10条第１項及び第２項中「同一敷地内にある」を削る。 

 第 11条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。第 91条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」

に改める。 

 第 32条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」

という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同

項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェ

ブサイトに掲載しなければならない。 

 第 40条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号

を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、
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同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

 （３） 第 42条第 11号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第 42条第 14号中「第 12号」を「第 14号」に改め、同号を同条第 16号とし、

第 10号から第 13号までを２号ずつ繰り下げ、同条第９号の次に次の２号を加え

る。 

 （10） 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。 

 （11） 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第 44条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和 23年法律第

205 号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限

る。）」を削る。 

 第 45 条第１項中「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設す

る前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲

げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、

同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サ

ービス基準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所をいう。以下同じ。）の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定地域密着型サ

ービス基準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者をいう。以下同じ。）が、指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 37号。以下「指定居

宅サービス等基準」という。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。

以下同じ。）又は指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準第 60条第１項に

規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、一体的な

運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。）若しくは法第 115

条の 45第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定

する第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、施設等の職務」に改め

る。 
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 第 53条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体

的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

 （２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 （３） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 

 第 63条の次に次の１条を加える。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置） 

第 63 条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の

向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの

質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなけれ

ばならない。 

 第 64 条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。 

 第 72条第１項中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規模多機

能型居宅介護事業所」を削る。 

 第 79 条中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により」を削

る。 

 第 83条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、同条第１項の次に次の５

項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力

医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定め

るように努めなければならない。 
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 （１） 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

 （２） 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求め

があった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医

療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

に係る指定を行った市長に届け出なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）第６条第 17項に

規定する第２種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」

という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等

感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症

をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなけれ

ばならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協

定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関そ

の他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能とな

った場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

に速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

 第 85 条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。 

 第 86条中「及び第 61条」を「、第 61条及び第 63条の２」に改める。 

 第 91条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第 11条第２項及

び第 91条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 
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 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和７年３月 31 日までの間は、この条例によ

る改正後の恵那市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第 32条第３項

（新条例第 65 条及び第 86 条において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、

重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とす

る。 

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

第３条 この条例の施行の日から令和７年３月 31日までの間は、新条例第 53条

第３項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じる

よう努めなければ」とする。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

第４条 この条例の施行の日から令和９年３月 31日までの間は、新条例第 63条

の２（新条例第 86条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同条中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 
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議第１５号 

 

   恵那市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部改正について 

 

 恵那市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、指定介護予

防支援等の事業に関する基準を改めるため、この条例を定める。 
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   恵那市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成 26

年恵那市条例第 44号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置

者である指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」

という。）」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る

事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護

支援専門員を置かなければならない。 

 第６条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以下

「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「前項に規定する」

を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定

により置く」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定によ

り置く管理者は、介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）第 140条

の 66第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員（以下この項において「主

任介護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、主任介護支援専門

員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護

支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を第１項に規定する管理者とするこ

とができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。 

 （１） 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職

務に従事する場合 

 （２） 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予

防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

 第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加え、

同条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防
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支援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章において同

じ。）」を加え、同条第４項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を

「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第 36条第１項において同じ。）に係る記録媒

体をいう。）」に改める。 

 第 13条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料の

ほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して

指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受

けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定する

費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を

得なければならない。 

 第 14条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

 第 15条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者」に改め、同条第１号中「（平成 11 年厚生省令第 36

号）」を削り、同条第４号中「の規定」の次に「（第 33条第 29号の規定を除く。）」

を加える。 

 第 24条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」

という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同

項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

なければならない。 

 第 31条第２項第２号エ中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５

号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項

第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同

条第２号の次に次の１号を加える。 

 （３） 第 33条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限
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する行為（第 33条第２号の２及び第２号の３において「身体的拘束等」とい

う。）の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録 

 第 33条第１項第２号の次に次の２号を加える。 

 （２）の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。 

 （２）の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

 第 33条第１項第 16号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用

者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号中

ウをオとし、同号イ中「訪問しない月」の次に「（イただし書の規定によりテレビ

電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）」を加え、同号中イをエとし、

アの次に次のように加える。 

  イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。

ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始す

る月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この号において単に「期間」

という。）について、少なくとも連続する２期間に１回、利用者の居宅を訪

問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ

電話装置等を活用して、利用者に面接することができる。 

   （ア） テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書によ

り利用者の同意を得ていること。 

   （イ） サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の

医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

    ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

    ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができる

こと。 

    ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握で

きない情報について、担当者から提供を受けること。 

  ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があっ

たときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 
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 第 33条第１項に次の１号を加える。 

 （29） 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第 115

条の 30の２第１項の規定により本市から情報の提供を求められた場合には、

その求めに応じなければならない。 

 第 36条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第７条第４項及

び第 36条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和７年３月 31 日までの間は、この条例によ

る改正後の恵那市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例（以下「新条例」という。）第 24条第３項（新条例第 35条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、

原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは

「削除」とする。 
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議第１６号 

 

   恵那市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を

定める条例の一部改正について 

 

 恵那市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指

定居宅介護支援事業に関する基準を改めるため、この条例を定める。 
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   恵那市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

（平成 30年恵那市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（以下「地域包括支援セン

ター」という。）」を加える。 

 第５条第３項中「利用者の数が 35」を「利用者の数（当該指定居宅介護支援事

業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第 115 条の 23 第３

項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者か

ら委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援（法第

58 条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第 15 条第８項

において同じ。）を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の

利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗

じた数を加えた数。次項において同じ。）が 44」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

４ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健

康保険中央会（昭和 34 年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称

で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及

び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービ

ス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を

配置している場合における第１項に規定する員数の基準は、利用者の数が 49又

はその端数を増すごとに１とする。 

 第６条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

 第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加え、

「、前６か月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス

計画の総数のうちに、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介

護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅

サービス計画の数が占める割合、前６か月間に当該指定居宅介護支援事業所にお

いて作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち

に、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって

提供されたものが占める割合」を削り、同条中第７項を第８項とし、同条第６項
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中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第７項とし、第５項を同条第６項

とし、同条第４項中「第６項」を「第７項」に改め、同項第２号中「磁気ディス

ク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記

録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第 34条第１項

において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改め、同項を同条第５項とし、第３

項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらか

じめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所に

おいて作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉

用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）

がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に

当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付け

られた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定

地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を

行い、理解を得るよう努めなければならない。 

 第 15条中第８項を第 10項とし、第７項を第９項とし、同条第６項中「の規定

により、」の次に「地域包括支援センターの設置者である」を加え、同項を同条第

８項とし、同条第３項から第５項までを２項ずつ繰り下げ、同条第２項の次に次

の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用

者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

４ 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第 16条第１項第８号ア中「、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号中イをウと

し、アの次に次のように加える。 

  イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。

ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２月に１回、

利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問し

ない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接すること
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ができるものとする。 

   （ア） テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書によ

り利用者の同意を得ていること。 

   （イ） サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の

医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

    ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

    ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができる

こと。 

    ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは

把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

 第 16条第２項第５号中「主治の医師、歯科医師又は薬剤師」を「主治の医師等

又は薬剤師」に改める。 

 第 25条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」

という。）」を加え、同条第２項中「前項の」を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

なければならない。 

 第 32条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号と

し、同項第２号の次に次の１号を加える。 

 （３） 第 15条第４項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第 34条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第７条第５項及

び第 34条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和７年３月 31 日までの間は、この条例によ

る改正後の恵那市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を

定める条例（以下「新条例」という。）第 25条第４項（新条例第 33条において

準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事
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業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」と

あるのは「削除」とする。 
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- 65 - 

議第１７号 

 

   恵那市水道事業給水条例及び恵那市水道の布設工事監督者の配置及 

び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部改正につい 

て 

 

 恵那市水道事業給水条例及び恵那市水道の布設工事監督者の配置及び資格並

びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定

める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 水道法の一部改正に伴い、水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大

臣等に移管することとなったため、同法に関連する条例２本を１つの条例とし

て、所要の改正をするもの。 
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   恵那市水道事業給水条例及び恵那市水道の布設工事監督者の配置    

及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正    

する条例 

 

 （恵那市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 恵那市水道事業給水条例（平成 16年恵那市条例第 238号）の一部を次

のように改正する。 

  第９条及び第 34条第２項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。 

 （恵那市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格

に関する条例の一部改正） 

第２条 恵那市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の

資格に関する条例（平成 24 年恵那市条例第 49 号）の一部を次のように改正

する。 

  第４条第６号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第１８号 

 

   恵那市消防関係手数料徴収条例の一部改正について 

 

 恵那市消防関係手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、危険物の屋外タ

ンク貯蔵所等の設置の許可に係る手数料を改めるなど所要の改正をするため、こ

の条例を定める。 
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   恵那市消防関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市消防関係手数料徴収条例（平成 16年恵那市条例第 203号）の一部を次

のように改正する。 

「  「   

 別表中  

1,180,000

円 

 を  

1,450,000

円 

 

   「 

1,410,000

円 

1,720,000

円 

1,590,000

円 

1,920,000

円 

1,950,000

円 

2,360,000

円 
 に、  

コ 処理容積が

10,000,000ｍ３

以上の設備に係

るもの 

2,270,000

円 

2,740,000

円 

4,550,000

円 

5,640,000

円 

  

5,820,000

円 

7,240,000

円 

7,070,000

円 

8,790,000

円 

 」  」 

 「    

 

 

 

 

 

 

 

 

コ  処理容積が

10,000,000ｍ ３

以上の設備に係

るもの 

１件につき 

91,000円 

 

アからコまでの規

定にかかわらず、

移動式製造設備に
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１件につき

91,000円 

 

 を  

ついて液化石油ガ

スの保安の確保及

び取引の適正化に

関する法律（昭和

42年法律第 149

号。以下「液石

法」という。）第

37条の４第１項の

許可を受けた者の

許可の申請に係る

もの 

 

１件につき

6,000円 

 

 に、「液化石油ガスの保 

  

」 

 

   」 

安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42年法律第 149号。以下「液石

法」という。）」を「液石法」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第１９号 

 

   恵那市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する   

基準を定める条例の一部改正について 

 

 恵那市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をするため、この条例を

定める。 
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   恵那市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する    

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成 26年恵那市条例第 38号）の一部を次のように改正する。 

 第 23条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「を掲示しなけれ

ばならない」を「を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆

送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自

動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）に

より公衆の閲覧に供しなければならない」に改める。 

 第35条第３項中「、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数」とあるのは「同条第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員の総数」と」を削る。 

 第36条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認定こ

ども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教

育・保育施設（特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において

同じ。）」と、」を加え、「第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数」と」の次に「、「同号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と」を加える。 

 第53条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁

的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、令和６年

４月１日から施行する。 
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議第２０号 

 

   恵那市学校設置条例の一部改正について 

 

 恵那市学校設置条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 令和５年度から開始した市内小中学校屋内運動場への冷暖房設備の設置に伴い、

新たに屋内運動場冷暖房設備の使用料を加えるため、この条例を定める。 
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   恵那市学校設置条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市学校設置条例（平成 16年恵那市条例第 211号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第３を次のように改める。 
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別表第３（第３条関係） 

区分 単位 使用料 
照明設備

使用料 

冷暖房設

備使用料 

屋内運

動場 

体育館 １時間 300円 620円 1,300円 

格技場・武

道場・柔剣

道場・卓球

室 

１時間 300円 ― 1,300円 

屋外運

動場 

グラウンド １時間 300円 1,030円 ― 

テニスコー

ト 
１時間 300円 410円 ― 

校舎 教室（１教

室につき） 
１時間 300円 ― 160円 

家庭科室

（１家庭科

室につき。

冷暖房料金

を除く光熱

水費を含

む。） 

１時間 610円 ― 160円 

 備考 

  １ 学校の備付けの器具を使用する場合は、その実費を徴収する。 

  ２ 使用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

  ３ 体育館の面積を２分の１に分割し、これを１単位として使用を許可す

ることができる。この場合において、当該許可に係る使用料はこの表に

定める額の２分の１に相当する額とする。 

  ４ 屋内運動場冷暖房設備の使用は専用コインで行い、１枚当たり 1,300

円とする。 

  ５ 恵那市立大井小学校の体育館の暖房設備を使用する場合の使用料は、

１時間当たり 710円とする。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、この条例により改正される前の条例の規定によ

り課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例

による。 
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議第２１号 

 

   契約の締結について 

 

 次のとおり契約を締結することについて、恵那市議会の議会に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年恵那市条例第４２号）第２条の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 契約の目的   防災行政無線設備（同報系）の部分更新工事 

２ 契約の方法   制限付一般競争入札 

３ 契約金額    １９９，１００，０００円 

４ 契約の相手方  恵那市大井町字土々ケ根２６２８番地の９ 

中央電子光学株式会社 東濃支店 

支店長 土本 裕志 
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議第２２号 

 

   契約の締結について 

 

 次のとおり契約を締結することについて、恵那市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年恵那市条例第４２号）第２条の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 契約の目的   河鹿橋補修・補強（２期）工事 

２ 契約の方法   指名競争入札 

３ 契約金額    ２５４，１００，０００円 

４ 契約の相手方  恵那市大井町１２０２番地４ 

          セントラル建設株式会社 

          代表取締役 阿部 護 
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議第２３号 

 

   財産の処分について 

 

 次のとおり財産を処分することについて、恵那市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年恵那市条例第４２号）第３条の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

１ 契約の目的   市有財産の売却事業 

２ 契約の方法   随意契約 

３ 契約金額    ２２，５６３，０００円 

４ 契約の相手方  ※※※※※※※※※※※※※※ 

          ※※※※ ※※※ 

          ※※※※※ ※※ ※※ 

５ 処分する財産 

  土 地 

土地の所在地番 地 目 面 積（㎡） 

恵那市岩村町２１８２番５９ 山林 ６０，７７５ 

 



- 82 - 
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議第２４号 

 

   調停を成立させることについて 

 

 次のとおり調停を成立させることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 事件名 中津川簡易裁判所 令和５年（ノ）第１２号  

債務不存在確認請求調停事件 

２ 当事者 申立人 ※※※※※※※※※※※※※※ ※※ ※※ 

      相手方 恵那市長島町正家一丁目１番地１ 

          恵那市 代表者市長 小坂 喬峰 

３ 事件の概要 

  申立人は、平成１９年１１月２６日付けにて身体障害者手帳の資格を喪失し

ていたことについて、相手方の手帳回収漏れ等により、喪失したことを知らな

いまま福祉医療費助成を受け続けていたと主張している。 

  相手方は、申立人へ福祉医療費支給返還請求として、７１９，９３１円の支

払を請求したところ、申立人は相手方に瑕疵があり債務が存在しないとして、

その確認を求めて調停を申し立てた事件である。 

４ 調停条項案 

（１） 申立人と相手方は、相手方が申立人に対し令和５年１０月２６日付け

「福祉医療費支給金返還請求書」において、７１９，９３１円を請求し

た件（以下、「本件」という。）について、申立人が相手方に対し２５万

円の支払義務があることを確認する。 

（２） 申立人は、相手方に対し、前項の金員を令和６年５月末日限り納入通

知書で支払う。ただし、振り込みの場合は、その振込手数料は申立人の
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負担とする。 

（３） 申立人及び相手方は、本件に関し、申立人と相手方との間においてこ

の調停条項に定めるもの以外に何らの債権債務がないことを相互に確

認する。 

（４） 調停費用は各自の負担とする。 
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議第２５号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、次の市道

路線を廃止することについて、同条第３項において準用する同法第８条第２項の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

路線番号 路線名 
起点 重要な

経過地 終点 

１３０８３ 上矢作町８３号線 

恵那市上矢作町小田子字大平下５

３１番３地先 

 

豊田市押山町日向１８９番３地先 

１２０４０ 串原４０号線 

恵那市串原字川ケ渡２２５０番１

地先 

 

豊田市時瀬町日影４３番地 
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議第２６号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の道路を

市道路線として認定することについて、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

路線番号 路線名 
起点 重要な 

経過地 終点 

１３０９５ 上矢作町９５号線 
恵那市上矢作町小田子字中屋  

恵那市上矢作町小田子字中屋 

１３０９６ 上矢作町９６号線 
恵那市上矢作町小田子字大平下  

恵那市上矢作町小田子字大平下 

１２０５２ 串原５２号線 
恵那市串原字川ケ渡  

恵那市串原字川ケ渡 
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議第２７号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 次の者を法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者として推薦することについ

て、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、

議会の意見を求める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

住  所  恵那市 

氏  名  杉本 純一 

生年月日   

 

 

 （提案理由） 

 現委員である千藤彰将氏の任期満了に伴い、新たに杉本純一氏を人権擁護委

員に推薦することについて、議会の意見を求める。 
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